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「日本再興戦略」改訂 2014―未来への挑戦― 

平成 26年 6月 24日 閣議決定 

 

第一 総論 

Ⅱ．改訂戦略における鍵となる施策 
２．担い手を生み出す～女性の活躍促進と働き方改革～ 

（１）女性の更なる活躍促進 

 とりわけ我が国最大の潜在力である「女性の力」を最大限発揮できるようにすること

は、人材の確保にとどまらず、企業活動、行政、地域等の現場に多様な価値観や創意工

夫をもたらし、家庭や地域の価値を大切にしつつ社会全体に活力を与えることにもつな

がるものである。 

 昨年の成長戦略では、女性の活躍・社会進出の障害となっていた保育所不足などの待

機児童問題に対して解決策を提示したが、今回の改訂戦略では、もう一つの大きな障害

となっていたいわゆる「小１の壁」の問題に解決策を示すとともに、企業側のマインド

を変えるために、役員の女性比率や女性の登用方針等を積極的に情報開示することを促

すことを決定した。また、税制・社会保障制度等を女性の働き方に中立的なものにすべ

く総合的な検討に着手するとともに、「2020 年に指導的地位に占める女性の割合 30％」

を達成するために、国、自治体、企業が果たすべき役割を定め、女性の活躍を促進する

ことを目的とする新法の提出に向けて検討を開始することとした。 
 

Ⅲ．更なる成長の実現に向けた今後の対応 
２．「実現し進化する成長戦略」 

（進化する戦略） 

（前略） 

人材と技術は我が国に残された最大の宝である。今後、「世界でトップレベルの雇用環

境」を実現していくためには、教育改革と労働分野の改革を連動させ、キャリア教育及

びプロフェッショナル教育を強化することで、海外との競争にも打ち勝てる人材を大量

に輩出するシステムの構築が必要である。また、新しい技術やアイデアを眠らせること

なく実用化するためには、学生から企業人にいたるまで創業を志す人が誰でもチャレン

ジできるような環境を構築する必要がある。 

（後略） 
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Ⅳ．改訂戦略の主要施策例 
２．担い手を生み出す～女性の活躍促進と働き方改革～ 

①女性の更なる活躍推進  

○放課後児童クラブ等の拡充 

・いわゆる「小１の壁」を打破し次代を担う人材を育成するため、「待機児童解消加速化

プラン」に加えて「放課後子ども総合プラン」を策定し、2019年度末までに 30万人の放

課後児童クラブの受け皿を拡大する。あわせて、１万か所以上の場所で、放課後児童ク

ラブと放課後子供教室の一体化を行う。そのため、次世代育成支援対策推進法に基づく

市町村行動計画の策定等を今年度内に求める。    【今年度中に制度的措置を実施】 

 

４．地域活性化と中堅･中小企業･小規模事業者の革新／地域の経済構造改革 

①地域活性化と中堅･中小企業･小規模事業者の革新 

○世界に通用する魅力ある観光地域づくり 

（前略） 

・全国の美術館・博物館、自然公園、観光地、道路、公共交通機関等において多言語対

応を進める。 

（後略） 

 

 

 

第二 ３つのアクションプラン 

一．日本産業再興プラン 
１．緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進） 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

ii）ベンチャー支援 

③国民意識の改革と起業家教育 

ベンチャー企業を支える国民的な意識改革を行うため、以下の施策を講ずる。 

・教員用指導事例の作成・普及 

・企業と地元高校が連携したグローカル・リーダー人材育成拠点の形成 

・専門高校での分野の垣根を越えたカリキュラムの編成による起業家育成プログラムを

活用した初等中等教育からの起業家教育の推進 

・大学・大学院の起業家教育講座の教員ネットワーク強化・国際化  

（後略） 
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iii）サービス産業の生産性向上 

日本の GDP全体の約 70％を占めるサービス産業の生産性を向上させるため、ビッグデ

ータを活用したマーケティングをはじめとした革新的な経営を促進していくことが重要

である。このため、以下の施策を講ずる。 

（中略） 

・サービス産業の革新的な経営人材の育成を目指した大学院・大学における、サービス

産業に特化した実践的経営プログラムや、専門学校等における実践的教育プログラム

を開発・普及 

（後略） 

 

２．雇用制度改革・人材力の強化 

２－２．女性の活躍推進/若者・高齢者の活躍推進/外国人材の活用 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

i）女性の活躍推進 

（育児・家事支援環境の拡充） 

我が国最大の潜在力である女性の力を最大限発揮し、「女性が輝く社会」を実現するに

は、安全で安心して子供を預けることができる環境の整備や家事に係る経費負担の軽減に

向けた方策を検討していく必要がある。このため、引き続き、「待機児童解消加速化プラ

ン」に基づき、「待機児童ゼロ」を実現するための取組を進めるとともに、「小 1の壁」と

指摘されている小学校入学後の児童の総合的な放課後対策を講ずる必要がある。あわせ

て、安価で安心な家事支援サービスを利活用できる環境整備を図る。 

 

①「放課後子ども総合プラン」 

小学校入学後に女性が仕事を辞めざるを得ない状況となるいわゆる「小１の壁」を打破

し、次代を担う人材を育成するため、厚生労働省と文部科学省が共同して「放課後子ども

総合プラン」を年央に策定し、一体型を中心とした放課後児童クラブ・放課後子供教室の

計画的な整備を進める。その際、学校施設（余裕教室や放課後等に一時的に使われていな

い教室等）の徹底活用、放課後児童クラブの開所時間の延長、全小学校区での放課後児童

クラブと放課後子供教室の一体的な、又は連携した運用等が着実に実行されるよう、次世

代育成支援対策推進法に基づく「行動計画策定指針」を改正し自治体に計画の策定を求め

るなど所要の制度的措置を年度内に実施する。これにより、放課後児童クラブについて、

2019 年度末までに約 30 万人分の受け皿拡大を図るとともに、約１万か所以上を一体型の

放課後児童クラブ・放課後子供教室とする。 
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（企業等における女性の登用を促進するための環境整備） 

⑨「女性活躍応援プラン（仮称）」等の実施 

育児等の経験を生かして主婦等が現場で能力を最大限発揮できるよう、「子育て支援員

（仮称）」の創設を含め、「女性活躍応援プラン（仮称）」を取りまとめるとともに、関係省

庁から成る推進会議を新たに立ち上げ、「女性活躍応援プランサイト（仮称）」の開設や学

び直しの地域ネットワークの創設など総合的推進体制を整備する。具体的には、①家事・

育児・介護等で地域貢献を希望する方、②正社員や保育士等として再就職を希望する方、

③起業・ＮＰＯ等の立ち上げを希望する方向けに、マザーズハローワークや学び直し支援、

トライアル雇用や創業スクール等の取組を進める。 

また、企業トップや管理職の意識改革を推進するとともに、各地域において女性応援会

議の開催、経済団体等による連携プラットフォーム整備、企業現場の取組支援など女性登

用の推進のための枠組みを構築する。 

 

⑩キャリア教育の推進、女性研究者・女性技術者等の支援等 

次世代の女性活躍に向け、ロールモデル提示、出前授業などキャリア教育プログラム情

報を集約・発信するとともに、女性登用等に積極的に取り組む大学に対する支援、女性研

究者の研究と出産・育児等の両立のためのワークライフバランス配慮型研究システム改革、

女性技術者等の育成や就労環境整備等を実行する。また、女性のキャリアアップの場とし

ての JICAボランティア事業の戦略的活用を行う。 

 

ii）若者・高齢者等の活躍推進 

①未来を創る若者の雇用・育成のための総合的対策の推進 

 就職準備段階から、就職活動段階、就職後のキャリア形成に至るまでの若者雇用対策が

社会全体で推進されるよう、以下の施策をはじめとする総合的な対策について検討を行い、

法的整備が必要なものについては、次期通常国会への法案提出を目指す。 

 ・キャリア教育の充実等により、学校段階での職業意識の醸成を促進する。 

 ・求人条件や若者の採用・定着状況等の情報が適切に表示されるようにする。 

 ・「若者応援企業宣言」事業の抜本的な強化を図り、優良な中小企業の情報発信・採用を

支援する。 

 ・若者による地域活性化に資する、創業や UIJターン等を支援する。 

 ・企業による雇用管理改善の取組を促進する。 

 ・若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の充実強化を図る。 

 ・「わかものハローワーク」、「地域若者サポートステーション」等の地方や民間との連携

の在り方を含む総合的な見直しにより、フリーター・ニートの就労支援を充実させる

とともに、正規雇用化等を進める。 

 ・職業教育・職業訓練機会の充実等により、キャリアアップを促進する。 
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②生涯現役社会の実現に向けた高齢者の活躍促進 

 誰もが生涯現役で活躍できる社会を構築するため、65歳を過ぎても働ける企業の普及促

進を行うとともに、高齢者が身近な地域や人材を必要としている他の地域での就労、ボラ

ンティアなどの社会参加活動への参加を積極的にしやすい環境を整備する。 

 

iii）外国人材の活用 

（高度外国人材の活用） 

①高度外国人材受入環境の整備 

人材の獲得競争が激化する中、日本経済の更なる活性化を図り、競争力を高めていくた

めには、優秀な人材を我が国に呼び込み、定着させることが重要である。 

このため、外国人の日本に対する理解の醸成や、留学生の受入れ拡大・国内企業への就

職支援、ＪＥＴプログラム終了者の国内での活躍促進、外国人研究者の受入れ拡大、企業

のグローバル化の推進などの施策や、高度外国人材の受入れから就労環境及び生活環境の

改善に係る課題の洗い出しや解決策について、年度中を目途に具体策の検討を進め、2015

年度から省庁横断的な取組を実施する。施策の検討の過程で、直ちに全国的に整備するこ

とが困難な課題があれば、国家戦略特区等を活用して先行的に実施し、ニーズ・効果の検

証を行うことを検討する。 

とりわけ、高度外国人材の「卵」たる留学生の国内企業（特に中小企業）への就職拡大

のため、関係省庁の連携の下、情報の共有等を進めマッチング機能を充実させるとともに、

先進的な企業の情報発信等を行う機会を設ける。また、外国人研究者の受入れ拡大を図る

ため、優秀な若手研究者の海外との間の戦略的な派遣・招へいや、国内外に研究拠点を構

築すること等により国際的なネットワークを強化する。 

高度外国人材の定着促進のため、「高度人材ポイント制」について内外における効果的な

周知を図るとともに、実際に利用する外国人材の視点に立った分かり易いものとなるよう

手続等の見直しを行う。 
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２－３．大学改革/グローバル化等に対応する人材力の強化 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

①大学改革の着実な実施と更なる改革の実現に向けた取組 

「国立大学改革プラン」に掲げられた目標達成に向けた取組を着実に進めつつ、本年

中に、第３期中期目標期間（2016 年度～）における運営費交付金や評価の在り方の抜

本的な見直しに向けた検討を開始し、2015 年年央までに一定の結論を得る。その際、

産業界及び地域等のニーズを踏まえつつ、世界最高水準の教育研究の展開拠点、全国的

な教育研究拠点、地域活性化の中核的拠点等の機能強化に向け、新たな指標に基づき重

点的・戦略的配分を行うルールを具体化する。あわせて、年俸制・混合給与の導入等の

人事給与システム改革を推進する。また、国立大学法人法施行後 10 年を過ぎた今、本

年６月に成立した学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律附則第２項を

踏まえ、当該法の施行状況、国立大学法人を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、

学長選考会議の構成その他国立大学法人の組織及び運営に関する制度について検討を

加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる。 

「国立大学改革プラン」を進める中で、大学の研究力の強化や国際的に競争力のある

卓越した大学院の形成を進める。このため、第３期中期目標期間が開始する 2016 年度

に向け、ガバナンス機能の強化や学内資源配分について恒常的に見直しを行う環境の醸

成等を強力に推進するとともに、大学による大胆な発想に基づく取組を後押しするため

の新たな仕組みを検討する。 

あわせて、大学が地（知）の拠点となり、地域の課題解決に貢献し、地域社会を支え

る人材育成や研究成果の還元に取り組むほか、例えば、経営者等の実務に精通した人材

の登用・連携等を進めながら大学等と産業界の双方のコミットメントによるプロフェッ

ショナルプログラムの開発・実施等の推進、中小企業を含めた企業等へのインターンシ

ップの普及・定着を図る。 

 

②グローバル化等に対応する人材力の育成強化 

小学校における英語教育実施学年の早期化等に向けた学習指導要領の改訂を 2016 年

度に行うことを目指し、指導体制の強化、外部人材の活用促進など、初等中等教育段階

における英語教育の在り方について検討を行い、本年秋を目途に取りまとめる。学校現

場等における外国人活用の抜本強化を図り、実践的な英語教育を実現させる。あわせて、

在外教育施設における質の高い教育の実現及び海外から帰国した子供の受入れ環境の整

備を進める。 

また、今年度から開始する「スーパーグローバル大学創成支援」等において、人事・

教務システムの徹底した国際化等により国際競争力を強化する大学を支援し、取組状況

を公表する。あわせて、日本の大学と外国の大学とのジョイント・ディグリーを実現す

るため、これらの大学が共同で教育プログラムを構築するための所要の制度改正を本年
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中に行う。加えて、日本人留学生の倍増に向け、ギャップイヤー等を活用し、希望する

学生が国内外で多様な長期体験活動を経験できる環境整備を推進する。 

留学生 30万人計画の実現に向け、日本留学の魅力を高め、優秀な外国人留学生を確保

するため、国内外の学生が交流する宿舎・交流スペース等の整備の支援を行うとともに、

国内外の学生が交流する機会等の創出、海外拠点や就職支援に係るプラットフォームの

構築、日本語教育の推進等の受入れ環境の支援を強化する。 

 

５．立地競争力の更なる強化 

５－１．「国家戦略特区」の実現/公共施設等運営権等の民間開放（PPP/PFI

の活用拡大）、空港・港湾など産業インフラの整備/都市の競争力の向上 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

ⅱ）国家戦略特区の加速的推進 

b）更なる規制改革事項等の実現 

(創業支援等、女性や若者が真に活躍できる環境整備) 

⑨公立学校運営の民間開放（民間委託方式による学校の公設民営等） 

国家戦略特区法において、「公立学校の管理を民間に委託することを可能とするため、

関係地方公共団体との協議の状況を踏まえつつ、この法律の施行後一年以内を目途とし

てその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」こ

とは既に決定していることから、それに則って速やかに対処する。 

 

⑪大学のガバナンス改革をさらに推進するための新たな仕組みの検討 

先に成立した大学ガバナンス改革に関する法改正の施行状況等を踏まえつつ、学長選

考プロセスを含め、各大学の更なるガバナンス改革の取組を後押しするため、国家戦略

特区制度を活用する可能性も含め、新たな仕組みの在り方について継続的に検討を行

う。 

 

６．地域活性化・地域構造改革の実現/中堅企業・中小企業・小規模事業者の

革新 

（３）新たに講ずべき具体的施策 
②地域の中堅企業等を核とした戦略産業の育成 

世界市場も視野に入れ、競争に勝ち抜いていくために、ビジネスモデルを含めて如何

にイノベーションを起こしていけるかが極めて重要である。このため、これまでの施策

の効果を検証しつつ、以下の施策を実施する。 

・地域の戦略産業の創出・育成に向けて、ドイツの「フラウンホーファー研究機構」の

果たしている役割も参考としつつ、地域の中堅企業等を中核とし、研究機関、地方大

学、自治体、金融機関等産官学金が広域的に連携する場を形成するための支援などオ

ープンイノベーションに向けた取組を推進するとともに、これらの者がネットワーク
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を形成し、革新的な研究開発とその事業化を推進するための体制を整備することで、

市町村や県境を超えたプロジェクトを創出する。 

（後略）  

 

 

 

二．戦略市場創造プラン 

テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

i）効率的で質の高いサービス提供体制の確立 

①医療・介護等を一体的に提供する非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）

の創設  

地域内の医療・介護サービス提供者の機能分化や連携の推進等に向けた制度改革を進

め、医療、介護サービスの効率化・高度化を図り、地域包括ケアを実現する。 

このため、医療法人制度においてその社員に法人がなることができることを明確化し

た上で、複数の医療法人や社会福祉法人等を社員総会等を通じて統括し、一体的な経営

を可能とする「非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）」を創設する。 

その制度設計に当たっては、産業競争力会議医療・介護等分科会中間整理（平成 25

年 12月 26日）の趣旨に照らし、当該非営利ホールディングカンパニー型法人（仮称）

への多様な非営利法人の参画（自治体、独立行政法人、国立大学法人等を含む）、意思決

定方式に係る高い自由度の確保、グループ全体での円滑な資金調達や余裕資金の効率的

活用、当該グループと地域包括ケアを担う医療介護事業等を行う営利法人との緊密な連

携等を可能とするため、医療法人等の現行規制の緩和を含む措置について検討を進め、

年内に結論を得るとともに、制度上の措置を来年中に講ずることを目指す。 

さらに、大学附属病院が担っている教育、研究、臨床機能を維持向上するための措置

を講ずることを前提に、非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）を活用し

た他の病院との一体的経営実現のために大学附属病院を大学から別法人化できるよう、

大学附属病院の教育・研究・臨床機能を確保するための措置の具体的内容、別法人化に

向けた必要な制度設計について、非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）

の検討内容等を踏まえつつ検討を進め、年度内に結論を得るとともに、制度上の措置を

来年度中に講ずることを目指す。 

あわせて、自治体や独立行政法人等が設置する公的病院が非営利ホールディングカン

パニー型法人制度（仮称）に参画することができるよう、必要な制度措置等について検

討する。 
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テーマ４―②．観光資源等のポテンシャルを活かし、世界の多くの人々を地

域に呼び込む社会 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

③世界に通用する魅力ある観光地域づくり、外国人旅行者の受入環境整備及

び国際会議等（MICE）の誘致・開催の促進と外国人ビジネス客の取り込み 

（前略） 

・ 美術館・博物館、自然公園、観光地、道路、公共交通機関等における多言語対応につい

て、「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」（2014年３

月）に従って、全国各地で多言語対応を改善・強化するとともに、高精度測位技術等 ICT 

を活用した多言語による情報提供、ナビゲーションの高度化を推進する。 

（後略） 

 


